
松伏町最低制限価格運用要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、松伏町が一般競争入札又は指名競争入札（以下「入札」

という。）により工事の請負の契約を締結しようとする場合において、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の１０第２項（施行令第１６７条の１３により準用する場合を含む。）の規定

により最低制限価格を設けるときの取扱いについて定める。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）直接工事費 工事の予定価格算出の基礎となった直接工事費をいう。 

（２）共通仮設費 工事の予定価格算出の基礎となった共通仮設費（二次労務

費等共通仮設費に相当するものを含む。）をいう。 

（３）現場管理費相当額 工事の予定価格算出の基礎となった現場管理費（現

場経費、工事管理費、据付間接費等現場管理費に相当するものを含む。）を

いう。 

（４）一般管理費 工事の予定価格算出の基礎となった一般管理費（役員報酬、

本支店の事務用品費、本支店の通信交通費等企業の事業の継続に必要な経

費）をいう。 

（対象工事） 

第３条 最低制限価格の対象となる工事は、入札に付す建設工事について適用

する。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。 

（工事の最低制限価格の算定方法等） 

第４条 工事の最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる（１）

から（４）の合計額（千円未満切り上げ）に１００分の１１０を乗じた額と

する。ただし、得た額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超え

る場合にあっては１０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の

７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては１０分の７．５を乗じて得

た額とする。 

（１）直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額（小数点以下第１位で

切捨て） 

（２）共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下第１位で切捨

て） 

（３）現場管理費相当額に１０分の９を乗じて得た額（小数点以下第１位で切

捨て） 



（４）一般管理費に１０分の６．８を乗じて得た額（小数点以下第１位で切捨

て） 

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、最低制限価格 

を工事の予定価格に１０分の７．５を乗じたものから１０分の９．２を乗じ

たものまでの範囲内で適宜に設けることができる。 

３ この要領を工事に適用するときは、当該工事の一般競争入札の告示又は指 

名競争入札の参加者の指名に係る通知において、その旨を明示するものとす

る。 

（予定価格調書への記載） 

第５条 最低制限価格を設けたときは、制限割合及び最低制限価格を予定価格 

調書に記載するものとする。 

（入札の執行） 

第６条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入 

札をした者を落札者としないものとする。このとき、入札執行者は入札者に

対して、施行令第１６７条の１０第２項（施行令第１６７条の１３により準

用する場合を含む。）の規定により当該入札をした者を落札者としない旨を告

げるものとする。 

２ 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の

価格をもって入札した者（同価の入札をした者が、２人以上あるときは、施

行令第１６７条の９の規定によるくじ引きにより決定した者）を落札者とす

る。 

（入札経過の報告） 

第７条 最低制限価格を下回る入札は、入札顛末報告及び入札結果一覧表に、

「最低制限価格未満」と記載するものとする。 

（最低制限価格調書） 

第８条 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要領は、平成２２年１月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 



２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２５年７月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年５月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要領は、令和元年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入

札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行った入札については、

なお従前の例による。 


